
 

〇
経
済
産
業
省
告
示
第 

 
 

号 

 

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
の
紋
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

名 

  
 



 

一 
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黒 

赤 

金色 
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銀色 

黒 
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黒 

赤 
赤 

橙色 白 

橙色 橙色 
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六 
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白 

黒 
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金色 

赤 

黒 

銀色 

白 

青 
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〇
経
済
産
業
省
告
示
第 

 
 

号 

 

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
の
紋
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 
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黄色 

緑 茶色 

桃色 

赤 

白 

水色 

青 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     



 

〇
経
済
産
業
省
告
示
第 

 
 

号 

 

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
デ
ン
マ
ー
ク
王
国
の
紋
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

名 
 

 

  
 



 

赤 

緑 

灰色 

肌色 

青 

白 

黄色 

金色 

銀色 

桃色 

薄い緑 

黒 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     



 

〇
経
済
産
業
省
告
示
第 

 
 

号 

 

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
紋
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

名 
 

 

  
 



 

白 青 

黄色 

黄色 

水色 
灰色 

      



 

〇
経
済
産
業
省
告
示
第 

 
 

号 

 

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
持
続
可
能
な
発
展
の
た
め
の
フ
ラ
ン
コ
フ
ォ
ニ
ー
機
構
の
標
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、

告
示
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

名 
 

 

 

一 

持
続
可
能
な
発
展
の
た
め
の
フ
ラ
ン
コ
フ
ォ
ニ
ー
機
構 

二 
In

s
titu

t d
e

 la
 F

ra
n

c
o

p
h

o
n

ie
 p

o
u

r le
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é
v
e

lo
p

p
e

m
e

n
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u
ra

b
le

 

三 
IF

D
D
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黄緑 

黄色 

薄い黄色 

薄い水色 水色 

紫 

薄い紫 

赤 

薄い赤 
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〇
経
済
産
業
省
告
示
第 

 
 

号 

 

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
装
備
協
力
共
同
機
関
の
標
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 
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水色 

紺色 

黄緑 

灰色 
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〇
経
済
産
業
省
告
示
第 

 
 

号 

 

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
国
際
オ
リ
ー
ブ
協
会
の
標
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 
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一 

国
際
オ
リ
ー
ブ
協
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深緑 
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